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「Monthly Note（全労済協会だより）」リニューアルのお知らせ
いつも「Monthly Note（全労済協会だより）」をご覧いただきましてありがとうございます。
本号から、今年 1月に実施した皆さまからのアンケートも参考に紙面をリニューアルしました。
今後は講演会や公募研究概要等の詳細は、ホームページ（http://zenrosaikyokai.or.jp/）に掲載していきますので
合わせてご覧ください。また、調査研究部門（シンクタンク）の記事を中心に季刊誌「ウェルフェア」を年４回発行
していきます。引続き皆さまに当協会の活動や旬の話題などをわかりやすくご覧いただけるように努めて参ります
ので、よろしくお願い申し上げます。

当協会では、勤労者福祉等に関する各種研究を行う若手研究者を主な対象とした「公募委託調査研究」を、
下記のテーマで募集します。
メインテーマ「ともに支えあう社会をめざして」にそって、具体的には、次の４分野の調査研究を公募します。
① 共済・保険等の私的生活保障に関する調査研究
② 協同組合組織が果たす社会的機能に関する調査研究
③ 地域社会での新たなコミュニティ機能に関する調査研究
④ 雇用・生活の実態と社会保障制度・政策、特に格差・貧困の拡大に関する調査研究
募集期間　　　　　：　2017 年 6月１日（木）～ 8月 31日（木）17時（当協会必着）
委託調査研究費総額：　600万円（４～６件の採用を予定）
☆　詳しくは、下記のURL からご参照ください。（募集要項掲載）

▶2017年度
　公募委託調査研究を募集しています
　 募集期間：2017年 6月 1日 ( 木 )
　　　　　　　～ 8月 31日 ( 木 )17 時 ( 当協会必着 )
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▶髙木 剛のひとり言（全労済協会　理事長）
　 人間とＡＩ（人口頭脳）－負けるな人間－   

▶静岡で講演会を開催しました

▶新たに
   「これからの働き方研究会」を設置します

3 ▶全労済協会からのお知らせ
  ●当面のスケジュール

3 ▶ホームページ リニューアルのご案内
　 6 月 1日よりリニューアルしました。

4 ▶法人火災共済保険（オフィスガード）の
　お見積りのご案内
　 当協会ホームページからお見積りが可能になりました。

☆当協会ホームページURL
http://www.zenrosaikyokai.or.jp/



2

新たに「これからの働き方研究会」を設置します

静岡で講演会を開催しました

当協会では、「『働く』を見つめ直す：雇用者の視線から」をテーマに、2017 年 6月より新たに、東京大学社会
科学研究所教授 玄田 有史氏を主査として「これからの働き方研究会」を設置いたします。
なお、研究会の概要は当協会ホームページにて随時ご紹介し、2018年秋頃には、その成果書籍を発刊する予定です。

ここ 1、2 年、囲碁や将棋のプロ棋士とコンピューター
（AI ＝人口頭脳）が勝負してプロ棋士の方が勝てなくなりつつ
ある。特に囲碁の世界では、まだ十年位は人間（プロ棋士）の方が
AI には敗れないのではないかと言われていたが、昨年から
AI に負ける試合が多くなり今ではほとんど勝てないという
状況に至っている。
過去のプロ棋士の何十万回という実践譜をコンピューターが
ビッグ・データとして処理し、現役プロ棋士と対戦、なかには
何十連勝も勝ち続けている AI 棋士（こんな呼び方があるのか
存じないが）も登場している。
確かにコンピューターは汗もかかないし、疲労もせず、操作に
間違いがなければ、うっかりミスや勘違いもしない。しかし、AI
棋士の打つ碁も人間であるプロ棋士が何百年にわたり何十万回

と積み重ねてきた過去の実践譜をデータ処理し、その結果を演繹したプログラムに従って生身の人間である
プロ棋士と勝負しているのであり、そもそもは人間の知恵の所産を活用しているのである。
AI 棋士には、もう人間のプロ棋士が勝てないのか。悲観的な見方もあるが人類（人間）のベスト・プラクティス
もまた、次の子ども世代に記録が塗り変えられるように、AI 棋士が「参りました」という時が必ずくる
筈だと考えている人も多い。
“フレーフレー人間、負けるな人間”最近こんな思いに駆られることがある。

当協会は、去る 5月 13日（土）に、静岡県静岡市の男女共同参画センター「あざれあ」
において、「しずおかの地方創生　～静岡のふじのくにづくりと未来」をテーマに、
講演会を開催しました。
第 1部の基調講演は「真の『地方創生』とはなにか」をテーマに、片山善博氏

（早稲田大学政治経済学術院教授、元鳥取県知事、元総務大臣）からお話いただき
ました。
第 2部のパネルディスカッションは「静岡の未来を考える」をテーマに、

フリーアナウンサーの松本志のぶ氏の司会で、静岡県知事の川勝平太氏、浜松市長の鈴木康友氏をパネリストに迎え、
片山氏を交えて議論を行いました。
当日はあいにくの雨天にもかかわらず、315名の皆様にご参加いただきました。
当講演会の模様は、後日、当協会のホームページおよび季刊誌にてご紹介いたします。

髙木剛のひとり言

人間とＡＩ
（人口頭脳）
－負けるな人間－

（写真提供　静岡新聞社）
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全労済協会からのお知らせ・・・・・・・・・・
●全労済協会当面のスケジュール

日　時 内　容 主な内容など

6月1日（木）～ 8月31日（木） 2017年度　公募委託調査研究の募集

8月4日（金） 第158 回理事会 2016 年度事業報告　他

8月30 日（水） 第 54 回 ( 定時 ) 評議員会 2016 年度事業報告　他

6 月 1日より当協会のホームページをリニューアルしました。
多くの皆さまに活用いただけるホームページを目指し、より見やすく、より使いやすい構成で、検索機能を強化し、
知りたい情報やサイトにアクセスしやすくしました。
また、これまで「本体サイト」と「シンクタンクサイト」で情報発信を行っておりましたが、2つのサイトを
統合しました。今後も皆さまの利便性を高めると同時に、研究成果・相互扶助事業等の情報発信を行って
参ります。ぜひご覧ください。

ホームページ リニューアルのご案内

【キーワード検索】
キーワードで関連した
記事を検索できるよう
になりました。

【法人火災保険試算依頼】
ホームページから保険試
算が依頼いただけるよう
になりました。

【動画配信ページ】
You Tube の動画配信
専用ページを作成しま
した。

【内容に沿ったページ区分】
事業ごと・内容ごとにページを分
けて、閲覧したい内容が探しやす
くなりました。

※イメージ画像です



法人火災共済保険（オフィスガード）の
お見積もりのご案内

第 157 回理事会および第 53 回 ( 臨時 ) 評議員会報告
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　第 157回理事会・第 53回 ( 臨時 ) 評議員会について、下記のとおり開催いたしました。なお、若干の質疑を行い
ながら協議を行ったすべての議案について、承認されました。

この度、当協会のホームページのリニューアルに伴い、お見積もり依頼の受付が可能となりました。

 

お見積もりの流れ
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お見積書を送付

法人火災共済保険お問い合わせ先　全労済協会　共済保険部
TEL. ０３－５３３３－５１２６（代表）

受付時間：9時～ 17時 15 分（土日祝日を除く）

その他ご不明な点につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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（1）第 157回理事会
　　●日時：2017年 5月 17日（水）
　　●場所：当協会会議室　
         【報告事項】   第1号議案　常勤理事の業務報告
      【協議事項】   第 2号議案　2017年度　事業計画（案）に関する件
　　　　　　　　第3号議案　2017年度　収支（損益）予算（案）に関する件
　　　　　　　　第４号議案　全労済協会就業規則の一部改定に関する件
　　　　　　　　第５号議案　全労済協会個人情報保護規程新設に関する件
　　　　　　　　第６号議案　第 53回 ( 臨時 ) 評議員会の日時
　　　　　　　　　　　　　　ならびに議題等の決定の件

（2）第 53回 ( 臨時 ) 評議員会
　　●日時：2017年 5月 31日（水）
　　●場所：当協会会議室
　　【報告事項】   第 1号議案　常勤理事の業務報告
　　【協議事項】   第 2号議案　2017年度　事業計画（案）に関する件
　　　　　　　　第 3号議案　2017年度　収支（損益）予算（案）に関する件


